
１ 事業目的

　この事業は、市民の皆様から寄せられた「地域歳末たすけあい募金」を財源に、歳末か

ら年始にかけて福祉施設やボランティアグループ、障害者団体が自主的に企画、実施する

交流事業に助成金を配分し、高齢者や障害者、子ども達等が地域の中で安心して暮らすこ

とができるよう、募金を活用するものです。

２ 助成対象団体

（１）高齢者、障害者、児童及び幼児を対象とした福祉施設

（２）ボランティアグループ

（３）障害者団体及び自助団体

（４）その他特に会長が認める団体

３ 助成対象事業

　助成対象団体が歳末又は正月時期（令和６年１２月１日～令和７年１月３１日）に実施する

交流事業

　例：クリスマス会、餅つき大会、絵本読み聞かせ会、高齢者世帯への訪問事業、等

  ※１つの行事に複数団体からの申請は不可とし、主催団体のみの助成とします。

　※当該団体の役職員（会員含む）のみ参加する忘年会、新年会、定例会、懇親会、

　　懇談会等は助成の対象となりません。高齢者や子どもとの交流事業など、多世代

　　が参加できる行事を申請してください。

　※酒類や備品に該当する物品は助成の対象となりません。 

　※公的資金等の援助を受けている団体については、その補助金等により行う事業以外の

　　事業としてください。ただし、地域還元や住民参加が認められる事業を行う場合は、

　　事業内容に着目して助成対象とする場合もあります。

４ 交流事業の参加対象者

（１）福祉施設の入所者又は通所者

（２）地区内の高齢者、障害者、生徒、児童、幼児など

【注意事項】

　①福祉施設の役職員及び当該施設入所者（通所者）の家族は参加対象者に該当しま

　せん。役職員、ボランティア等として申請してください。

　②ボランティア団体の会員及びその家族は参加対象者に該当しません。

　役職員、ボランティア等として申請してください。

　③障害者団体に所属する会員の家族は参加対象者に該当しません。

　役職員、ボランティア等として申請してください。
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５ 助成金額

・上限２０,０００円まで（事業経費が２万円に満たない場合はその額とします）

・ただし、参加者の実績が１０名以下の場合は、交付決定内容に関わらず１０,０００円を

　上限とします。

６ 申請書及び報告書等提出についての諸注意

・事業実施前、令和６年１２月１６日(月)までに申請書（様式第１号）を提出してください。

　※事業内容審査のうえ、助成決定通知書の通知をもって助成金交付決定としますので、

　　決定通知の到着後に、事業の着手をしてください。

　※申請は１団体１回限りとします。

　※福祉施設は１法人につき２事業所まで申請できます。

・事業終了後、速やかに事業実施報告書（様式第３号）を提出してください。

　※事業の概要がわかる写真（３枚以上）を必ず添付してください。

　※事業の概要がわかるもの（パンフレット、次第等）の添付をお願いします。

・事業報告時に報告書と一緒に請求書を提出してください。

　※個人名義の口座は使用できません。必ず団体名義の口座をご指定ください。

 　※昨年度の助成金交付以降に口座名義や内容を変更された場合は、通帳（表紙及び見開

　　き１ページ目）のコピーを添付してください。

　※決定通知書と一緒に実施報告書及び請求書を送付します。

７ 申請書及び報告書等提出先

社会福祉法人渋川市社会福祉協議会（本所及び各支所で受け付けます）

　本所(地域福祉課) 渋川市渋川（長塚町）１７６０－１ ☎ ２５－０５００

　伊香保支所 渋川市伊香保町伊香保１６２－１ ☎ ７２－５５８０

　小野上支所 渋川市小野子９－１ ☎ ５９－２３１０

　子持支所 渋川市吹屋６５８－２０ ☎ ２４－６６１１

　赤城支所 渋川市赤城町宮田８５０－３       ☎ ５６－２８２９

　北橘支所 渋川市北橘町真壁２３７２－１ ☎ ２０－４３４３


